
別紙５ 印刷物への表示例（識別マーク） 
 
 国が定める「環境物品の調達に関する基本方針」の改訂に伴い，これまでの「古紙配合率」に代
わって，「リサイクル適正」に関する表示をすることが求められることとなりました。 
 各種印刷物を発注する各課等におかれましては，下記のとおり「識別マーク」の適正な使用をお
願いいたします。 
 
○ Ａランクの資材のみ使用の場合 
 
 
 
 
 
 
 
○ ＡランクまたはＢランクの資材のみ使用の場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 古紙のリサイクル適正ランクについては，『別紙３「印刷」のリサイクル適正について』参照 




